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昭和 63年鋼船 規則 及 び 同検査要領 C 編 ，
CS 編 ，

Q 編改正 の 解説

は じ め に

　昭和 63年 6 月 17 日付規則 12号及 び 達 6 号並 び に 同

年 6月 28 日付達 7号 に よ り改正 された 規定の うち， C

編に関連す る もの は次の とお りで あ る ．

　（1） 片持梁 （規則 12号及び達 6号）

　  　船尾材に 隣接す る外板 の 厚 さ （規則 12号及 び 達

　　　 6号 ）

　  　SI単位 の 導入 （規則 12号及 び 達 6号）

　｛4） 縦通板部材 の 圧縮座屈強度 （達 7 号）

　  倉 口 蓋 の 風雨密確保の 方法 （達 7号）

以下，上記 の 各項目 ご とに 改正 した規定 に つ い て 解説を

行 う．

1　 片　持　梁

　改正 の 主 旨

　こ 層甲板船の第こ 甲板等に設 け られ る片持梁 が，そ の

肘板部分で 座屈等を起 し ， 甲板 が 垂 下す る損傷 が 見 うけ

られた．こ の 種 の 損傷は，主 に積載貨物の 過大な積付等

に 原因がある．

　第二 甲板の 設計荷重 は，通常，甲板上 に 貨物が均一に

積載 され る もの と して定め られて い る （図 1 （1）参照）．
一方，こ の よ うな船舶の 上 甲板 （暴露 甲板）の 倉 ロ 縁材

は ， 約 1〜1．5m の 高さを有 して い る た め ， こ の倉口縁

材で 囲まれ る部分 に も貨物が積載 される こ とが考え られ

る （図 1 （2）参照）．また ， 比重 の 大 きな貨物を第二 甲板

に半載する場合 で も，荷役時か ら均一に積付けて い れ ば

問題な い が ， や や もす る と 図1 （3）に 示す よ うに ，倉 口

直下 に集中的に貨物が積載され る場合も考え られる．こ

の よ うな積付を しな い よ う操船上注意すれ ば損傷も防止

で きる が ， この種の損傷は，一
度発生す る と，本船及び

積載貨物に 重大な損害を与え る こ ととな る．

　 こ の た め，片持 梁 構造 に お い て ，甲板荷重を算定す る

際 に こ れま で 考慮 に 入れて い なか っ た上甲板の倉口緑材

の 高さ を考慮 し ， 図 1 （2）に 示す貨物積付状態を仮定 し

て 定 め る よ う，また，片持梁の 曲げ強度 に お け る許容応

力及び座屈強度に つ い て も見直 しを行い ，よ り強 固な 構

造 と す る よ う規定を改 め た ．こ れ に ともな っ て ，貨物 甲

板 の 甲板荷重の規定に つ い て も見直 しを行い ， 次の 改正

を行 っ た．

　〔1） 本規定 は，通常の 貨物を 積載す る甲板 に 対す る 規

　　定で ある旨明記 して ， 特に軽い 貨物を積載する場合

　 　の 軽減規定を削除 ．

　（2） 前   の 代替 と して ， 甲板荷重を設計者が任意 に 定

　　め られ るよ うに し，そ の 場合 で あ っ て も，実際の 貨

　　物の 荷姿を考慮 して 定 め る よ う規定．
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　また，検査要領で は，片持梁 の 肘板部の 補強方法 を具

体的 に 明記す る とともに，甲板荷重 の 定 め方の 改正 に と

もな っ て ， 甲板 の 設計荷重 を船長 へ の 情報 と して ロ
ーデ

ィ ン グ マ ニ
ュ ア ル 等 に 必ず記載する よ う改 め た．

改正 の 解説

鋼船規則

C 編 　船 体構造及 び船 体艤装

7章　 肋　 　骨

7．5 片持梁構造

7．5．1 片 持 梁

　許容 曲げ応力及 び せ ん 断応力並び に倉口蓋上 の 甲板荷

重 に つ い て 見直 しを 行 い ， （3）の 断面 係数 と h2の 規定及

び   に規定する tl の算式を改 め た．

　旧規則 に お け る片持梁 の 許容曲げ応力並 び に せ ん 断応

力 は，そ れ ぞ れ，156　N ！mnt2 （161eg！mm2 ）及び 117　N ！

Mm2 （12　hg／Mm2 ）で あ っ た ．今回 ， これ らの 許容応力

を各 々 10％つ つ 下 げ， 曲げ に つ い て は 140Nfmm2 ，せ

ん 断は 105　N ！mm2 とした．したが っ て，〔3）の 断面係数

算定式及び〔5）の t、 の算式に おい て ， 係数を 10％つ つ 上

げ，さ らに 甲板 荷 重 の h， 及 び h ， が SI 単 位 （k2＞tm2）

で 与え られ る こ と を考慮すれ ば ， Z の 係数 63 は ，

　 　 　 63x1 ．1 ÷ 9．81＝7．06　 s7 ．1

また ，
tl の 係数 0．084 は ，

　 　 　 0．084× 1．1÷ 9．81ニ0．0094＝：O．0095

と な る ．

　なお ， 片持梁 の モ デ ル 化等に つ い て は ， 会誌 116号及

び 172号を参照 され た い ．

　次に ， 倉口上 の荷重 （h2）に つ い て は ， 甲板を 3 種類

に分類 して よ り明確な規定 と した ．こ れ らの 中で ， 暴露

甲板の h
， は ，

　  C 編 10．2．1−2．に規定す る波浪荷重．な お ， 倉口

　　縁材の 高さ を考慮 で きる よ うに した．

　  倉口蓋上の貨物荷重

　   ILLC に規定する倉 口 蓋 の 設計荷重

の うち最大の もの を 取る よ う規定 した ．ま た ， 特に第二

甲板の hzの算定に あ た っ て は ， 暴露甲板の倉口 縁材も

考慮 しなけれ ばな らな い こ とを明示す る た め ，図を入 れ

て い る．

7．5．2　特設肋骨

　片持梁を支え る特設肋骨 に お い て も，片持梁 と同
一

の

強度基準を用 い て い る た め， 7．5．3 と同様 の 改 正 を 行

い ， 対応す る算式 の 係数 を 改 め た．ただ し，7．5．2  は，

甲板荷重 が SI単位 で 与え られる こ とに よ る算式 の 修正

の みで あ る．

10章　梁

10，2　甲板荷重

10．2，1h の 値

　一1．貨物甲板 の h の 値

　特 に 軽 い 貨物に対す る軽減規定 （旧規則 の 〔4｝）を削除

し，主文 に お い て 本規定は通常の 貨物を積載す る 甲板 に

対す る規定で あ る 旨明記 した，

　さ らに ，（1）に お い て は ， 旧規則で は貨物の 最小の 単位

体積当 りの 荷重 を 0．7t ／mS と して い た もの を ，
　 SI単位

導入 に ともな い 7　leNfmmS　｝Cす るとともに，貨物積付高

さと して 直上甲板 の 形状，特 に 暴露甲板 の 倉 口 縁材 の 高

さ も考慮する よ う改め た ．また，旧規則の （4）の 代替と し

て，甲板間高さの 7 倍を標準的な もの で あ る と し，甲板

の 計画 最 大貨物積載重 量が 定 め られ た場合 に は ，
こ れ が

優先す る旨規定 した．

　 した が っ て ，本改正 規則 が 適用 された船舶 に お い て

は ，
こ れ まで の よ うに船倉 の 高さ に 応 じて 甲板荷重 が定

め られ て い な い場合もあり得る の で ， 特に操船者及び荷

役作業者は，安全な運航の た め に ， 本船の 設計時の 甲板

荷重を十 分認識す る必要があ る．こ の ため，検査要領に

おい て 甲板の 制限荷重を ロ ーデ ィ ン グマ ニ
ュ ア ル （こ れ

が な い 場合は，船長 の た め の 復原性資料等） に 記載す る

よ う規定 して い る （要領 C10 ．2．1参照 ）．

　すで に 就船 して い る 実船 の 片持梁 に つ い て ，こ れ らの

改正 規定を適用 し， 試計算を行 っ た の で こ れ を表 1 に示

す．なお ， 同表中  番船 は，第二 甲板の 垂 下損傷を起こ

した船 で あ る．

CS 編 　小型 鋼 船 の 船 体構造 及 び船 体 艤装

　CS 編 に お い て は， 8 章 に片持梁構造，10章に 甲板荷

重 の 規定が あ る の で ， C 編に合せ て改正 を行 っ た ，

Q編 　鋼製は しけ

　Q編 に お い て は，片持梁構造 の 規定 はな い が ，甲板荷

重の 規定が 14 章 に あ る の で，C 編 10，2，1−1．に合わせ

て 改 正 した ，

鋼船規則検査要領

B 編　船級検査

B2 　 登 録検査

B2 ．1 製造中登録検査

2　一
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表 1　 2nd　Deek 片持梁 の 新規則 に よ る残計算

甲板荷重（kN ！m2 ） 断面係数 （cm
ヨ

）
ウ ェ 　 の

　 （m 皿 ）
‡3

h 、 h2

L × D

（皿 ）

甲
ホ i

板
間

高
さ

（m ）

新
＊ 2

規

瞿
玄

窺
貍
麦

新

規

則

要

求

値

1

旧　i 本

規 …船

矍
1

実

（参）
LR

要

求

値

新

規

則

要

求

値

旧

規

則

要

求

値

本

船

実

船

寸

法HLH2

I

l
求

値

寸 　：

法 1
ト

  　　船 105。0 ×10．5
−一

3．004 ．4025 ．O 49・41637412 ．89 ．8112 ．0

  　　船 106．ox11 ．94 ．706 ．4032 ．343 ．932 ．36158538038843720
　 i4042151681t6110

．112 ．0

  　　船 81．5 × 9．7 ・ ・7i ・ 6217 ．726 ．617 ．726381629
　 120693285910

・5ig ・4 …10・0

  　　船 70．0× 7．52203 ．6511 ．819 ．511 ．819371099200121599 ．38 ．2　 10．0

  　　船
　 ）

82．2x 　 9．53 ．124 ．8717 ．727 ．617 ．7370522292391403110 ．5 創

引
a °

＊ 1 ；　Hl，　 H2 は，図 1 （2）中の Hl ，　 Hs を 表 わ す．
宰 2 ；h1 の 値か ら貨物比重 （kN ／mS ） を算 出 し，こ れ に H2 を か けた．
＊ 3 ：算定位置は，肘板の 内端と した．

B2 ．1．2　提出図面 そ の 他書類

　規則 C 編 10．2．H ．の 改 正 に と もな い ， 承認用 と して

提出され る中央横断面図 に ， 承認上 の 設計条件 で あ る 甲

板荷重 を記 載す る よ う規定 を 改 め た ．

C 編　船体構造及 び船体艤装

C7 　 肋　骨

C7 ．5 片持梁構造

C7．5．3 片持梁 と特設肋骨 と の 固着

　片持梁の損傷は ， 多 くの場合 ， 肘板の 座屈 に よ り発生

して い ると考え られ る．そ こ で ， 肘板 の 座屈を防止す る

よ う防撓材の 配置方法を例示す るとともに，防撓材 の 位

置と肘板 の 厚 さとの 関係を定 め た ．

　肘板 の 面材と面材 に 平行 に 配置 された防撓材まで の 距

離を S， と し （要領図 C7 ．5．3−1．参照），51を短 辺 とす

る矩形 パ ネル を考え る．こ の パ ネ ル の 長辺方向に 圧縮応

力が 作用 した場合の 弾性座屈限界応力 σ ・ γ は，

　　　a ・ r ・＝K
、、鵲 ∫（

t／

s ， ）
2

　 　 …

とな る．こ こ に ，t’

は腐食予備厚 を除い た肘板 の 厚 さと

す る．ま た，K は 各 辺 の支持条件及 び パ ネル の ア ス ペ ク

ト比 βに よ り定ま る係数で あ る．本パ ネ ル に お い て は ，

四辺単純支持 （安全側を考え β＞4．0） と し，K ・＝4．0 を

仮定 した．

　一方 ， 作用応力と して は ， 本パ ネ ル の長辺方向に ， 静

的応力と して 許容曲げ応力の 140　N ／mm2 が ， また ， 船

体運動等 に よ る付加応力と して 静的応力 の 50％，す な

わち 70　N ／mm2 が 加 わ る もの と仮定 して
， 全圧縮応力

は 210　N ！mm2 とした．したが っ て ， 本パ ネル の 座屈限

界応力が 210　N ！mm2 よ り大と な る よ う 〆 ！Sl の 値を定

め れ ば よ い ．

　 さて ，一
般 に （1拭 に おけ る σ・r が降伏応力 ay の 1！2

を越 え る場合，塑性修正 が 必 要 と な る．本規定 に お い て

は ， 次の Johnson−Ostenfeldの 修 正 式 を 採用 した．

　 　 　 　 r

　　　勉 ＝1−　
ay

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〔2）
　 　 　 σ y 　　　 4 σ cr

こ こ に ，
σ e〆 は ， 修正 され た 塑性座屈応力で あ る ．

　今，限界座屈応力が 210　N ！mm2 で あり，この値は，

軟鋼 の 許容応力 （σ v ＝235N ／Mm2 ） の 1！2 を 越え て い

る． したが っ て ， 〔2）式に おけ る σ 〆 を 210　Nfmm2 と

お い て，  式を解けば，

　　　σ cr ＝ 552　Nmmz 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔3）

とな る．こ の 値を〔1｝式 に 代入 し，E ＝2．06× 1052＞！mm2 ，

レ ＝ 0．3 とすれ ば ，
Si と tt の 関係式と して ，次の 算式

を 得 る・

　　　S
，
；36．7〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔4｝

〆 の係数を安全側 に ま る め，腐食予備厚 2、5mm を考

慮 して ，

　　　Si＝35（t− 2．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5｝

を規定 一2．の 算式と した ．

一
　3　一
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C10 　　 梁

C10．2　甲板荷重

C10．2．1　 h の 値

　規則 C 編 10．　2．1−1．〔1）の 改正 に 伴 っ て ，本船の 甲板荷

重設計値が，標準値 （甲板間高さの 7倍）よ り小 さくな

る場合が 考 え られ る．こ の よ うな情報が本船 の 運航上 の

関係者 に伝わ る よ う ， 規定を 加え た ．

C15　縦　強　度

C15．1　一　　般

C15．1．3　ロ
ーヂ ィ ン グ マ ニ ュ ア ル

　ロ ーデ ィ ン グ マ ニ ュ ア ル が省略 された場合に は ， 甲板

荷重 の 記載を も省略するの は な く，別途適 当な書類 に 記

載の必要がある旨規定した ．

ロ ーデ ィ ン グマ ニ ュ ア ル に 関 す る 検査要領

2． 概説 に解載すべ き内容

　C10 ．　2．　1 で ロ
ーデ ィ ン グマ ニ ュ ア ル が 引 用 され る た

め，関連規定を改 め た ．

CS 編 　小 型鋼船 の 船 体構造及び 船体艤装

検査要領 C 編 の 準用

　片持梁 の肘板の 補強方法及 び 甲板荷重 の 適当 な 書類 へ

の 記載に つ い て ，小型鋼船に も適用 する た め，各 々 C7 ．

5．3 及 び C10 ．2．1を 引 用 した ．

Q編 　鋼製 は し け

　検査要領 C 編の 準用

　規則 Q 編 14章に お い て 甲板荷重 の 規定を C編 に合わ

せ て 改 め た た め ，同様 に 検査要領 に お い て も C10 ．2．1

を 引用する こ ととした．

H 　 船尾材に 隣接す る外板 等の 厚 さ

鋼船規則

C 編　船体構造及び 船体艤装

16章　平板 竜 骨及び外板

C16．4　外板 に対す る特別規定

C16，4．5　船尾材 に隣接する外板 及び眼鏡形ボ ス 部の外

　　　　　板

　規則 C 編 7．2．1の 規定 に よ る と ， 船首尾倉内の横肋骨

心距 は ， 寸法等に適 当な 考慮が払われ な い 限 り，610　mm

を超え る こ とがで きな い こ とに な っ て い る．一
方，船 の

長さが 200m を 超え る大 型船 で は ， 船尾倉内の 横肋骨心

距が 610mm を超えるもの が増加 して い るに もかかわ ら

ず改正 前の 本規定に は ， 肋骨心距 に よ る修正項が な い ．

こ れ は，規定 を 制定 した 当時 （昭和 29：年版の 規則 に は ，

すで に本算式が規定されて い る） は大型船の建造が少な

く， 船尾部の 肋骨 心距が 610mm を超え る船舶は稀 で あ

っ たた め と考え られ る．

　そ こで ，本規定 は，船 の 長さ が 200m 以下で，かつ ，

肋骨心距 が 610mm を超えな い船舶 の み に 適用 される と

解釈 し，そ の 旨規定 した ． なお ， 肋骨心距が 610　mm

を ， 船 の 長 さが 200　m を超 え る場合の取扱い は，要領に

規定 した ．

鋼船規則検査要領

C 編　船体構造及 び船体艤装

C16　平板 竜骨 及び外板

　C16．4　外板 に対する特別規定

　C16．4，5 船尾材に 隣接 する外板及び眼鏡形ボ ス 部の 外

　　　　　 板

　 規則 に新た に規定 した条文に よ り ， 船 の 長 さ が 200　 m

を超え るか又は肋骨 心 距 が 61emm を超え る場合の 船尾

材 に 隣接す る外板及 び 眼鏡形 ボ ス 部の 外板の厚さに つ い

て ， 実船寸法例 に 基づ い て そ の 標準値 を定め た ．

　 標準値は ， 船の長 さが 200　m を超えるもの と 200　mm

以 下 の 2 つ の 場合 に わ けて 以下 の よ うに 算定 した ．

（1｝ L ≧200　m の場合

　　 ま ず，当該外板 の 厚 さを次に示す形の
一
般 的な算式

　　　 t＝αs　VZ ＋ β　 （mm ）　 　 　 　 〔6）

　 に よ っ て 与え られ る もの と仮定 した．こ こ に ，S は肋

　 骨 心 距 （mm ），
　 L は船 の 長 さ （m ）で ， α 及 び βは

，

　 未知で ある，過去 3年間に 建造 され た実船例 うち，L

　 ＞200　m で 5＞ 610　mm とな る もの （表 2） に つ い

　 て 外板の 厚さと船 の 長 さとの 関係 を 調 査 し， 最小 二 乗

　 法に よ り〔6｝式 の α と βの 値を求 め た （図 3 参照）．

　　　 t ＝1．84 × 10−3Ss ／ヱ7十 6．45　　　　　　　　　　　　　｛7｝

　　こ の 算式 に 5 及 び L の値を代入 し，
二 捨三 入 に よ っ て

　 要領 の 表 C16 ．4．5−1．中の L ≧200　m の場合の外板

　 の厚さを定 めた ．

（2） L ＜200　m の 場合

　　 L ＝200　m で S＝610　mm の 場合 の 板厚を 規則 C 編

　 16．4．5 の 算式に よ り， 22．5mm と定 め ， 次 lc　L ＝ 200

　 m に おける S＞160　mm の 場 合の 補正 と して ， 前述

　　の 〔7｝式 に よ る値と 22．5mm との 差を求 め た．こ の 差
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衷 2　採用 した実船例

Ship
恥

123456789012　

　

　

　

　

　

　

　

111

船の 長 さ

　　　 （皿 ）

307。0295
．0280

．0280

．0260
．0260
．0233

．0220
．0204
．0204

．0202

．0202

．0

肋骨心距
　　 （m 皿 ）

780．

750．

750．

900．

685．

700 ．

750．

800．
750．

goo，

750．

720．

板　　厚
　　 （mm ）

32．031

．029

．532
．030
．031

．528

．030

．　023

．　030
．022
．523
．5

3

匿

2

曾
日）
．
9鬧

一

　　　　　　SM

図 3　 t と SVL との 関係

3

を S＞ 610mm の 場合 の 増吹量 と して L ≦200　m の

場合に も適用 し， 表 C16 ．　4，5−1．の L ≦200〃m の 場合

の 板厚を定 め た．

　新要領に よ る 標準値 と実船例 との 比 較 を ，
S ＝700，

800， 900　 mm の 場合に つ い て 図 4 （1）〜（3）に示す 、同

図に は実船例 の 他，LR 規則 に よ る要求値を参考と して

示 した ．

2

（
日

霞）

阯

100 　 150　　　　　 200　　　　　 250　　　　　300

　　　 船 の 反 さ （m ）

（1＞ 肋 骨 心 距が 700mm の 場 合

一 2E

δ

拏 2

100　　　　　　150　　　　　　200　　　　　　250

　　　　　　　 船の 長 さ （m ＞

　　　 （2） 肋 骨心 距 が 800mm の 場合

図 4　表 Cl6 ．4．　5−1 の要求値と実船例

一 5　一
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2

（
日

ε

優

　 100　　　　　　　150　　　　　　 200　　　　　　250

　 　　　　　　 船 の 長 さ 〔m ）

　　　　 t3） 肋 骨心 距が 900mm の 場合

図 4　 表 C16 。4。5−1 の 要求値 と 実船例

皿 　 SI 単位系 の 導入 関連

改正主 旨

　鋼船規則及び同検査要領 C 編 （但 し，

CS 編 ，

を行 な っ た ．

改正解説

A
，

SI 単位系を導入す る に あた り，

　 い て述べ る．

　 L 　 使用 した SI 単位及び換算定数

300

　　　　　　　　　　　　　　28 章を除 く．）

Q編の各規定を SI 単位系 に 統
一

す る ため改正

そ の導入 方法 に つ

　今回新 た に使用 した SI 単位及び換算定数は従来

の 換算に 用 い た 数値 と同 じで あ り， 表 3 に 示す と お

りで あ る．

表 3　新た に 使用する SI単位及び換算定数

量 従騨 郎 1輌 換 算 定 数

力 9々 N 　　　　　lk8「＝9．811＞

応 力 kg・mm
・

　1　N ！mm ・　1　1　… mm ・一・．・・N ・−
i

圧 力 ・… 副 1臓 1・k・1・ m2 − … 981  

水 頭 　　tlm2 卿

表記方式と して ぽ 　原則 と して 「SI 単位 に 基 づ

く数値」 の み表記 した ．た だ し，ア ン カ ー等 の 切 断

　 荷重 に つ い て は，規則 L 編 との 関係もあ り，従来単

　 位 を併記す る こ と と した ．今後規則 L 編 の 改正 時 に

　 SI 単位 の み の表示 とす る予定で あ る．又，水頭 に

　 つ い て は ， 水圧を意味する こ とか ら （MPa ）に すべ

　　きで あ る が J 便宜上混乱を招か ぬ よ う ， 本来 の 単位

　 で あ る （m ） と した ．

　　 なお ， 下記 の従激単位は そ の まま使用する こ と と

　 　 した ．

　　　　 船速 ：knot

　　　　 角度 ：度 ，分，秒

2． S工単位に よ る数値の 決め方

　　 従来単位か らSI単位 に 換算す る際の 数値 の 決 め 方

　　に つ い て は，現行規則で 適合して い る規定が適合 し

　 な くな る こ とを防 ぐ等 ，規則の 運用上 ， 混乱を招か

　 ぬ よ う配慮 した ．

　 2．1 数値 の 丸 め 方

　 ｛1｝ IACS　 Req．運輸省省令等 に あるもの はそ の ま

　 　 ま 用 い た ．

　 ｛2｝ 許容応力等 ，区切 りと して用い て い る数値 は 二

　　 捨三 入 して きりの い い 数値 と した 。

　 （3｝ 上記以外 の もの は 刀5Z840 ヱ （数値 の 丸め方）

　 　 　に よ っ た ．

　 2，2　けた数

　 〔1｝ 従来，有効数字が 3 ケタ以上 の もの は ， すべ て

　　　3 ケ タ と した ，

　　［2） 従来 ， 有効数字 が 2 ケ タ 以下の も の　（x とす

　　　る ）は原則 と して ， 2ケタ の 数値 （y とす る．）

　　　と した ．た だ し ， 例 え ば 荷重 の 換算 の 場合，y が

　　 換算 した値 （x × 9．　81）の 1％以上 の 誤差を有す

　　　る場合 に は，3 ケ タ と した ，

3． 注意す べ き語句

　　　 「重量」 とい う用語 は ， 「質量 と 重力加速度 の 積」

　　を意味す る の で ， 「重量」 を 「質量」 の 単位 で 用 い

　　て い る場合は ， 「質量」 に 改 め た．ただ し， 「載貨

　　重量 」，「排水量 」の よ うに
一般 に 定義 され て い る用

　 語 は 除 い た 。

B ． 主な改正箇所

1．　 甲板荷重

　　 規則 C 編 10．2．1 の 甲板荷重及び単位面積当 りの

　　計画 最大貨物積載重量 を （leN！m2 ）で 定義 した．こ

　　れ に 伴 い ，規則 C 編 10．2．1を 引用 して い る条文 の

　 算定式及 び 単位を改正 した ．　（規則 CS 編 ，　 Q編に

　　つ い て も同様）

2． 水頭

　　 規則 C 編 18．2．1，
18．2．2及 び 19．2．1の 水頭 を前
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　述 の 通 り （m ） で 表わ した ． （CS 編 Q編に つ い

　 て も同様）

3． 切断荷重

　　規則 C 編 27．1及び表 C27 ．1 の 切断荷重を SI単

　位 で 定義 し，従来単位 と併記 した．　 （CS 編，　 Q 編

　に つ い て も同様）

4．　 ス ラ ミ ン グ衝 撃圧力

　　従来，規則 C 編 6．8．4 及 び 16．4．4 に お い て 単位

　 の 記述がなか っ たもの に （kPa）の 記述を加え，そ

　れを引用す る算定式及び表を改正 した．

IV　縦 通板部材の 圧 縮 座屈 強度関係

　　　　　　　 C15 　縦　 強　度

Cl5 ．4　座屈強度

Cl5 ．4．1　圧縮座屈強度

　
一1．の 規定は，昭和 62年 6月 に 改正 された もの で ある

が ，軟鋼を使用 して 建造 され るヶ ミ カ ル タ ン カ ー，プ ロ

ダ ク トキ ャ リア な ど に つ い て は ，
こ れ まで の 就航実績 か

ら判断 して ，従来の 設計寸法で も縦曲げ に よ る圧縮座屈

に 対 して 十分 な 強度 を 有す る と考え られ る の で ，塗装 の

有効性が十分に保持され る と考え られ る船舶 に つ い て

は ，

−1．の 規定 に よ る板厚要求値を減ず る こ とがで き る

ように 同規定を改めた．

　
一一1．｛4｝の 規定を適用 で きる船舶 として は，ケ ミカル タ

ン カ ー，プ ロ ダ ク トキ ャ リア ，自動車運搬船，冷蔵運搬

船 な どがあ るの で ， こ れ らに つ い て 同規定 の 適用例を表

4 に示す．

V 　倉 ロ 蓋 の 風 雨密確保 の 方 法

検査要領

C 編　船体構造及 び 船体艤装

　　　C20 倉 口 ， 機関室 口 そ の 他 の 甲板ロ

C20．2 倉 　　 ロ

C20．2，9　鋼製風雨密蓋

　鋼製倉口 蓋 の 風雨密確保の 方法と して IACS 　Recom −

mendation 　No ．14　
“Hatch　 cover 　securing 　 and

tightness
”

が 制定 された ．本会に お い て は ， 規則 C 編

20．2．9 ｛5｝に 対す る取扱い と して こ れ らの要件を検査要

領に取り入 れ た ．

　
−1．は，一

般的 な 要件に つ い て 述べ た ．特に 〔3吸 び の

｛4）算式 の 根拠は次の とお りで あ る．

（3） 締付装置の 断面積

　　ガ ス ケ ッ トに作用す る線圧力を 5　N ／mm と仮定 し，

　締付装置の 間隔を a （m ）とすれ ば ，
ボ ル ト又 は ナ ッ

　 トに加わ る力 F （N ） は ，

　　　　F ＝5axIO3　　　　　　　　　（N ）

　 とな る．ボ ル トの 安全係数を 6．5 と し，材料と して 軟

　鋼 （σ v ＝ 235　1Vlmm2 ）を仮定すれば ， 許容応力は 36

　 N ／mm2 と な る．した が っ て ， 所要断面Pt　A は ，

　 　 　 　 　 　 5aX103
　　　　　　　　 　　（Mm2 ）＝1．4a　（cm2 ）　 　 　 　 A ＝
　 　 　 　 　 　 　 36

　 とな る．な お，規定中の f は，高張力 ボ ル ト に 対す る

　修 正 係数 で あ る，

〔4） 倉 口 蓋端部材の 断面 二 次 モ ーメ ン ト

　　端部材を締付装置で支持され た両端支持梁 に モ デ ル

表 4　 強力甲板又 は船底外板 に 対す る圧縮座屈強度規定 の 適用例

船 の 種類 船 の 長 さ

　（m ）

位　置

縦通肋骨

心　　距

　（m ）

縦曲げ に

よ る作用
圧縮応力

（IV！mm2 ）

旧規定に

よ る要求
値

（mm ）

改正規定 lNV規則
に よ る要 1に よ る要
求値　　 i　　 　　　求値

（” tm ） i　 （m ）

実 寸 法

（mm ）

・ 船 PCCI ・7・… 1甲 板 ・・775161 ・・ ［ … ［ ・層 ・・9 ！ …

B 船 プ ロ ダ ク ト 96．00 甲　 板

船　底

0．7500
．750

農
∪

11111⊥

12．612
．4

11，110
．9

り
自

10011

11，011
．5

・ 船 ・ ・ カ ル ［・… 851 甲 板 1 ・ 69・ 92 10．9 ・・41 ・・5 10．0

・ 船 ・ ・ カ ・レ 1・33… 陣 板 ・・765149 14．2 12．7 11．9 12．5

・ 副 ・ ・ ダ ク ト 158．・・ r車 板 「・．84・ 134 14．6 ・3・・ 1 ・2・・ 12．0
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　化する．作用荷重 と して ガ ス ケ ッ トの 線圧力 p （N ／m

　M2 ）が一様に加わ る もの と す る．こ の 時の 梁 の 中央

　部に おけ る最大たわみ Ymax は ，

　　　　〃…
−

3鯣 　　（mm ）　　 cr・）

　と な る．許容た わ み を 1mm に 設定 して ，
」に つ い て

　矼 式 を解けば，

　　　　1 ＝ 6．32 × 10’s
♪a4 　　　　（mm

‘

）

　 a を m 単位 で ，J を Cfn 一
単位 で 表わ し，数値 を 丸 め，

　　　　1＝ 6Pa4　　　　　　　　　　　　　　　（cm4 ）

　を得 る・

　−2．は，倉 口 蓋上 に貨物を積載する場合の 特別規定で

ある．貨物の 重 さに よ り風雨密性が そ こ な わ れ な い よ う

規定 して い る．

　次に，−3．の 規定 は，倉 口 蓋 の 操作 マ ニ ュ ア ル を規定

した ．な お ， この 手引書は ， 要件で は な く推奨す る もの

で あ る．

　IACS の Recommendation 　No ．14 に は ， 要領に取 り

入れた もの 以外 に，試験要件があるが，こ れ らはすで に

規則 B 編 で 従 来よ り要求 して い る もの で あり ， 今回 は特

に改正 の 必要 はなか っ た．

　　CS 編　小型鋼船 の 船体構造及 び船体艤装

　　 CS19 倉 □ ， 機 関室 口 そ の 他 の 甲板 口

C19．2　倉　　ロ

CS19 ．2．9　鋼製風雨密蓋

　 CS 編 に もC 編と 同様の 規定が あ る の で ，　 C20 ．2．9

を 引用す る こ と と した ．た だ し，CS 編 が 小型 船 に 適用

され る こ とを考慮 し，締付装置の間隔に つ い て本会の こ

れ ま で の 取扱い を規定 した ．
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